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医療機関等用 新規ユーザ登録申請簡易マニュアル（1.5 版） 

 
 
 
   
   
 
 
 

〇「メールアドレス」は、今後、医療機能情報公表システムに係る連絡等に使用します。 
   

〇「保険機関コード」は、既に保険医療機関の指定を受けている場合のみ必要です。 
 また、この番号はアカウント作成後、厚生労働省のデータベースにより、自動修正されます。 

（医科は「231」、歯科は「233」を先頭に、レセプトで使用する７桁を合わせた合計 10 桁の数字） 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（注意） 

ユーザ登録を開始する前に必ず用意してください。 

用意できていないと、登録作業を、再度はじめから 

やり直すことになる可能性があります。 

愛知県医務課作成 令和７年 10 月 30 日改訂 
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（※）「廃止新規」の定義 
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